
   さいたま市介護保険社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係

る利用者負担軽減制度事業実施要綱
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   第１章 総則

 （目的）

第１条 この要綱は、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実

施について（平成１２年老発４７４号厚生省老人保健福祉局長通知）」に基づき、社会福祉法

人等のその社会的役割に鑑み、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、社

会福祉法人等が提供する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減（以下「軽減」という。）

及びその軽減した費用に対する補助金の交付について必要な事項を定め、介護保険サービス

の利用を促進することで、低所得者の自立支援と要支援並びに要介護状態の悪化の防止を図

り、もって介護保険制度の円滑な運用を図ることを目的とする。

   第２章 軽減対象者

 （軽減の対象者）

第２条 軽減の対象者（以下、「軽減対象者」という。）は、次の各号のいずれかに定める者と

する。

 ⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による被保護者並びに中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）の規

定による支援給付受給者（以下「生活保護受給者等」という。） 

 ⑵ 平成２５年８月１日、平成２６年４月１日、平成２７年４月１日、平成３０年１０月１日、

令和元年１０月１日又は令和２年１０月１日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護

が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護（予防）

サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者（以下「生活扶助基準見直しに伴

う特例措置対象者」という。） 

 ⑶ 次項の要件を全て満たす者で、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案

し、生計が困難と市長が認めた者（以下「生計困難者」という。）のうち、国民年金法等の



一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号。以下「昭和６０年国民年金等改正法」とい

う。）附則第３２条第１項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和６０年国民年

金等改正法第１条の規定による改正前の国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に基づく

老齢福祉年金（その全額について支給が停止されているものを除く。）の受給権を有してい

る者（以下「老齢福祉年金受給者」という。） 

 ⑷ 生計困難者のうち、前号に該当しない者 

２ 前項第３号でいう要件は次の各号とする。 

 ⑴ 第６条の規定による申請を行う日（以下「申請日」という。）において、法第１２９条に

規定する保険料を滞納していない者及び法第６３条から第６９条までの保険給付の制限等

を受けていない者 

⑵ 申請日の属する月の初日（以下「基準日」という。）において、その属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員のその年の収入見込額並びに所有する現金及び預貯金の合計額等が次

項に定める収入基準及び資産基準以下の者 

⑶ 基準日において、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度分

（申請日の属する月が４月から７月までの場合は、当該年度の前年度分）の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法第３２８条の規定によって課する所

得割を除く。）が課されていない者 

⑷ 次に掲げる要件に該当しない者 

  ア 居住の用に供する家屋及び日常生活に供する資産以外に活用できる資産がある者 

  イ 負担能力のある親族等に扶養されている者 

  ウ 介護保険法施行法（平成９年法律第１２４号）第１３条に規定する旧措置入所者のうち、

ユニット型個室に入所していない者で、同条第２項に規定する施設介護サービス費の

額が、１００分の９５以上の者 

３ 前項第２号でいう収入基準及び資産基準は、当該世帯の人数に応じ、次の各号に定める額と

する。 

 ⑴ 収入基準 

  ア 単身世帯 １５０万円 

  イ ２人世帯 ２００万円 

  ウ ３人以上 ２００万円に、２人を超える世帯員１人につき５０万円を加えた額 

 ⑵ 資産基準 

  ア 単身世帯 ３５０万円 



  イ ２人世帯 ４５０万円 

  ウ ３人以上 ４５０万円に、２人を超える世帯員１人につき１００万円を加えた額 

 （軽減の対象） 

第３条 利用者負担の軽減は、次の各号に掲げるサービスのうち、第１０条による申請を行った

社会福祉法人が提供するサービスに要した費用の１００分の１０に相当する額（以下「利用者

負担額」という。）並びに第２号、第３号、第６号から第１１号、第１２号から第１４号、第

１６号のサービスに伴う食費、居住費（滞在費）及び宿泊費とする。ただし、第３号、第９号、

第１１号又は第１２号に係る食費及び居住費（滞在費）については、介護保険制度における特

定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

また、介護保険法施行法（平成９年法律第１２４号）第１３条に規定する旧措置入所者のうち、

ユニット型個室に入所している者で、同条第２項に規定する施設介護サービス費の額が１０

０分の９５以上の者については、第８号及び第１０号のサービスに伴う居住費のみとする。 

 ⑴ 法第８条第２項に規定する訪問介護 

 ⑵ 法第８条第７項に規定する通所介護 

 ⑶ 法第８条第９項に規定する短期入所生活介護 

 ⑷ 法第８条第１５項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 ⑸ 法第８条第１６項に規定する夜間対応型訪問介護 

 ⑹ 法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護 

 ⑺ 法第８条第１８項に規定する認知症対応型通所介護 

 ⑻ 法第８条第１９項に規定する小規模多機能型居宅介護 

 ⑼ 法第８条第２２項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 ⑽ 法第８条第２３項に規定する複合型サービス 

 ⑾ 法第８条第２７項に規定する介護福祉施設サービス 

 ⑿ 法第８条の２第７項に規定する介護予防短期入所生活介護 

 ⒀ 法第８条の２第１３項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 

 ⒁ 法第８条の２第１４項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 

 ⒂ 法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業のうち介護予防訪問介護

に相当する事業 

 ⒃ 法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業のうち介護予防通所介護

に相当する事業 

 （軽減割合） 



第４条 軽減の割合は、次の各号に定める割合とする。 

 ⑴ 生活保護受給者等 個室の居住費に限り１０分の１０ 

 ⑵ 生活扶助基準見直しに伴う特例措置対象者 利用者負担額及び食費 ４分の１、個室の

居住費 １０分の１０ 

ただし老齢福祉年金受給者の場合 利用者負担額及び食費 ２分の１、個室の居住費１

０分の１０ 

 ⑶ 老齢福祉年金受給者 ２分の１ 

 ⑷ 生計困難者 ４分の１ 

（軽減の期間） 

第５条 軽減対象者が軽減を受ける期間（以下「軽減期間」という。）は、申請日の属する月の

初日から、申請日の属する年度の翌年度（申請日の属する月が４月から７月までの場合は、当

該年度）の７月３１日までとする。ただし、申請日の属する月に本市に転入した場合は転入日

を、申請日の属する月に法第１９条第１項に規定する要介護認定又は同条第２項に規定する

要支援認定を新規に受けた場合は当該認定の有効期間の開始日を軽減期間の開始日とする。 

２ 前項の規定に関わらず、軽減の対象者が第２条第１項で規定する条件に該当しなくなった

場合においては、その事実が発生した日の属する月の末日（その事実が発生した日が月の初日

の場合においては、その前日）を軽減期間の終了日とする。 

 （軽減の申請） 

第６条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書（様式第１

号。以下「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、第２条第１項に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。た

だし、事実が公簿等により確認できる場合はこの限りではない。 

 （軽減の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を確認し、社会福祉法人等利

用者負担軽減対象決定通知書（様式第２号。以下「決定通知書」という。）により通知すると

ともに、軽減の対象者である場合は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証（様式第３号。以

下「確認証」という。）を交付するものとする。 

２ 前項の確認証の交付を受けた者が、第３条各号に掲げるサービスの利用に係る軽減を受け

ようとするときは、確認証を法人に提示し、第４条に掲げる割合を軽減した後の利用者負担額

を負担するものとする。 

３ 第１項の規定による確認証の交付を受けた者が、当該確認証を破り、汚し又は失ったときは



直ちに、次に掲げる事項を記載した書類を市長に届け出て、確認証の再交付を受けなければな

らない。 

 ⑴ 氏名、生年月日及び住所 

 ⑵ 再交付を受ける理由 

 ⑶ その他市長が必要と認める事項 

 （異動の届出） 

第８条 軽減対象者は、第２条第１項で規定する条件に該当しなくなったとき及び確認申請書

及び決定通知書並びに確認証の記載事項に変更が生じたときは、当該事由が生じた日から１

４日以内に、社会福祉法人等利用者負担軽減異動（内容変更）届出書（様式第４号）に決定通

知書及び確認証を添付して、市長に届け出なければならない。 

   第３章 社会福祉法人 

 （社会福祉法人） 

第９条 この要綱における利用者負担軽減に対する事業実施者となる社会福祉法人等は、第３

条各号に掲げるサービスを実施する社会福祉法人等（以下「法人」という。）とする。 

 （法人の申出） 

第１０条 軽減事業を行おうとする法人は、埼玉県知事に対して埼玉県が定める書類及びさい

たま市長に対して、次に掲げる事項を記載した社会福祉法人等利用者負担軽減申出書（以下

「申出書」という。）を提出しなければならない。 

 ⑴ 法人の名称及び代表者氏名 

 ⑵ 軽減を実施する事業所の名称及び所在地並びにサービスの種類 

 ⑶ その他必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定による申出があったときは、内容を審査し、社会福祉法人等利用者負担

軽減申出書受理通知書（様式第５号。以下「受理通知書」という。）により通知するものとす

る。 

 （法人の軽減内容） 

第１１条 軽減を行う法人は、第３条各号に掲げるサービスを軽減の対象者に提供するときは、

第４条に規定する割合を軽減するものとする。 

２ 法人は、前項の軽減を行う場合は、第７条第２項に規定する確認証の提示を利用者に求め、

確認しなければならない。 

 （申出の期間） 

第１２条 前条の規定による軽減を行う期間（以下「申出期間」という。）は、申出書を受理し



た日の申請日の属する月の初日から、申請日の属する年度の３月３１日までとする。ただし、

法人から何らの意思表示が無いときは、申出期間は更に１年延長するものとし、その後もまた

同様とする。 

 （国民健康保険団体連合会への報告） 

第１３条 軽減を行った法人は、各都道府県国民健康保険団体連合会に対し軽減を行った事業

所における第３条各号に掲げるサービスごとに、軽減を行った日の属する月を単位として軽

減情報（請求明細書）を提出しなければならない。 

 （社会福祉法人等に対する補助及び交付額） 

第１４条 市長は、軽減を行った法人に対し、予算の範囲内で補助を行うものとし、その交付に

関してはこの要綱に定めるもののほか、さいたま市補助金等交付規則（平成１３年さいたま市

規則第５９号）の定めるところによるものとする。 

２ 市長は、軽減を行った法人に対し、当該法人が運営する事業者における事業所ごとに、当該

年度中に各都道府県国民健康保険団体連合会が審査を行った、第３条各号に掲げるサービス

に対する利用者負担を軽減した総額（以下「軽減総額」という。）のうち、当該法人の本来受

領すべき利用者負担収入（以下「負担収入」という。）に対する１パーセントを控除した額の

２分の１の額（１０００円未満切り捨て）を標準とし、市が補助金の算定にあたり別に定める

基準（以下「算定基準」という。）で定める額を補助するものとする。なお、第３条第８号及

び第１０号に掲げるサービスに係る利用者負担を軽減する法人については、軽減総額のうち、

当該法人の本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が１００分の１０を超える部分につ

いては、全額を補助するものとする。 

 （補助金の交付申請） 

第１５条 前条第２項に規定する補助を受けようとする法人は、社会福祉法人等利用者負担軽

減額補助金交付申請書（様式第６号。以下「補助金交付申請書」という。）に、算定基準で規

定する書類を添えて、市が指定する期日までに市長へ提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金

を交付すべきものと認めたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減額補助金交付決定通知書

（様式第７号）により、申請のあった法人に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１６条 法人は、補助金の交付の対象となる軽減事業を完了した場合は、社会福祉法人等利用

者負担軽減額補助金実績報告書（様式第８号）を市が指定する期日までに市長へ提出しなけれ

ばならない。 



２ 市長は、前項の規定による報告に係る書類の審査をし、交付する補助金の額を確定したとき

は、法人に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減額補助金交付確定通知書（様式第９号）を交

付するものとする。 

 （補助金の請求） 

第１７条 法人は、前条の規定により確定した補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉

法人等利用者負担軽減額補助金請求書（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

 （補助金の返還） 

第１８条 市長は、第１６条第２項において確定した補助金をすでに超える補助金が法人に交

付されているときには、交付を受けた法人に対し、期限を定めて返還させるものとする。 

２ 市長は、偽りその他不正の行為等によって、この要綱による補助金の交付を受けた法人があ

る場合は、その法人から当該補助金額の全部又は一部を返還させることができる。 

 （関係書類の整備等） 

第１９条 補助金の交付を受けた法人は、補助金の交付に関する経費の支出と補助金額等の収

入を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、５年間保存しなければならない。 

   第４章 雑則 

 （譲渡又は担保の禁止） 

第２０条 この要綱による軽減及び補助金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供しては

ならない。 

 （その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 平成１７年度税制改正に係る激変緩和措置の軽減対象者については、次のとおり定め

る。 

 （経過措置における軽減対象者） 

第３条 経過措置における軽減対象者は、次の各号のすべてに該当し、その者の収入や世帯の状

況、利用者負担を総合的に勘案し、生計が困難な者として市町村が認めた者とする。 

 ⑴ 第２条第１項第１号及び第２号に該当する者 

 ⑵ 介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成１８年政令第１５４号）附則第２３条第



３項に規定する特定被保険者（同条第１項及び第２項に該当する者を除く。） 

 ⑶ 年間収入が単身世帯で１９０万円、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算した額以

下の者 

 ⑷ 預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごとに１００万円を加算し

た額以下の者 

 ⑸ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない者 

 ⑹ 負担能力のある親族等に扶養されていない者 

 ⑺ 介護保険料を滞納していない者 

 （経過措置における軽減の対象） 

第４条 利用者負担の軽減は、第３条に掲げるサービスのうち、利用者負担額並びに第２号、第

３号、第５号から第８号まで、第１０号から第１３号までのサービスに伴う食費、居住費（滞

在費）及び宿泊費とする。（当該額が特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サー

ビス費の支給における基準費用額を上回る場合は、基準費用額とする。） 

 （経過措置における軽減割合） 

第５条 経過措置対象者が受ける軽減の割合 ８分の１ 

 （経過措置の終了） 

第６条 経過措置終了日 平成２０年６月３０日 

 （準用） 

第７条 第５条から第８条の規定は、経過措置における軽減対象者について準用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 （特例措置） 

第２条 平成２１年度介護保険報酬改定に伴う特例措置の実施内容については、次のとおり定

める。 

 （特例措置における軽減割合） 

第３条 第４条第１項の「２分の１」を「１００分の５３」と、同条第２項の「４分の１」を「１

００分の２８」とそれぞれ読み替えることとする。 

 （特例措置における軽減の対象） 

第４条 利用者負担の軽減は、第３条に規定する利用者負担額とする。 

 （特例措置の実施期間） 



第５条 特例措置の実施期間は平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までとする。 

 （準用） 

第６条 第２条、第３条及び第５条から第８条の規定は、特例措置における軽減対象者について

準用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年８月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 

 （軽減の期間の特例） 

２ 平成２６年７月１日から平成２７年６月３０日までの間において、改正前のさいたま市介

護保険社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱第７条第１項の規定により軽減の決定を

受けた者の助成期間については、同要綱第５条第１項の規定にかかわらず、平成２７年７月３

１日までとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年１１月１５日から施行し、令和元年１０月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年５月１日から施行する。 

   附 則 



 この要綱は、令和２年１０月１５日から施行し、令和２年１０月１日から適用する。 


